
共同生活援助（グループホーム）        

障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは

⾷事の介護、その他の⽇常生活上の援助を⾏います。 

  

対象者 

障害程度区分が区分１以下に該当する障害のある方（⾝体障害のある方にあっては、65 歳未満の

方または 65 歳に達する⽇の前⽇までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利⽤した

ことがある方に限る。） 

※ 障害程度区分２以上の方であっても、あえて共同生活援助の利⽤を希望する場合、共同生活

援助を利⽤することは可能。 

  

サービスの内容 

共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または⾷事の介護、その他の⽇常生

活上の援助を⾏います。 

 


